
都市計画審議会
～玉名市立地適正化計画について～
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写真等

補注：都市構造可視化計画、地図は ©2019 ZENRIN、Data Japan Hydrographic Association、Google Earthを使用
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2→『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』

１－１．概要

背景：人口の急激な減少と高齢化

課題：①高齢者や子育て世代→安心できる健康で快適な生活環境を実現

　　　②財政面や経済面→持続可能な都市経営の実現

課題解決の方向性

　　都市全体の構造を見直す！！(福祉や交通など含む)
　　　医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地

　　　高齢者をはじめとする住民が公共交通により生活利便施設等にアクセス
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１－２．意義

このまま、人口の減少が進行すると・・・市街地の低密度化

（人口減少が都市に与える影響）
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１－３．役割

→『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』
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２－１．創設

『コンパクトシティ形成』

〇目標のみが示されているにとどまっているのが一般的（市町村マスタープラン）

現状　具体的な施策まで作成している都市は少ない

〇都市全体の観点

居住機能や
都市機能の立地

公共交通の充実等

空き家対策の推進

中心市街地活性化

医療・福祉

国公有財産の最適利用

公共施設の再編
連携

整合性

相乗効果

◆総合的に検討すること

〇都市計画法を中心とした

従来の土地利用の計画　＋ 居住機能
都市機能

誘導
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２－２．これまでと異なる取組という認識

〇これまで

前提
人口の増加
成長・拡大

将来の都市像
ある程度予測可能

土地利用規制
インフラの整備

コントロール

今後

前提
人口の減少
少子高齢化

予測不可能
ランダム

量ではなく
質の向上

都市の
「マネジメント」

〇　①都市計画制度のツール
民間活力を活用した開発…等

都市計画施設の見直し
調整区域の規
制 高度化

➁都市計画の中に位置づけ 各種の都市機
能

「誘導」

〇「コンパクトシティ」・・・ これまで「守り」の側面 人口減少、財政事情の悪化等

今後「攻め」の対応
「稼ぐ力」

「健康寿命延伸」

「賢い」土地利用により人口密度を維持➤ 生産性向上
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２－３．効果の例

引用：https://www.mlit.go.jp/common/001232918.pdf

https://www.mlit.go.jp/common/001232918.pdf
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３－１．策定の流れ

引用：https://www.mlit.go.jp/common/001232918.pdf

昨
年
度

今
年
度

https://www.mlit.go.jp/common/001232918.pdf
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３－２．関連する計画や他部局の関係施策等の整理について

引用：https://www.mlit.go.jp/common/001232918.pdf

地域公共交通施策との連携

https://www.mlit.go.jp/common/001232918.pdf
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３－３．庁内検討体制



５．立地適正化計画　参考資料①
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行政運営（人口密度と行政コストの関係）

引用：「都市構造の評価に関するハンドブック」より
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健康と福祉（人口密度と人口１０万人当りの糖尿病入院患者数の関係）

引用：「都市構造の評価に関するハンドブック」より


